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原子力規制庁記者ブリーフィング 

 

  日時：令和2年8月21日（金）14:30～ 

  場所：原子力規制委員会庁舎 記者会見室 

  対応：児嶋長官官房総務課長 

 

 

＜本日の報告事項＞ 

○司会 それでは、定刻になりましたので、ただいまから8月21日の原子力規制庁定例ブリ

ーフィングを始めます。 

○児嶋総務課長 報道官の児嶋です。 

  まず私のほうから、広報日程の御説明をさせていただきます。 

  お手元の広報日程のうち、2番の審査会合を御覧ください。 

  1ページ目の一番下を御覧ください。8月25日火曜日、（3）第889回原子力発電所の新

規制基準適合性に係る審査会合。こちらは、日本原電東海第二発電所の特定重大事故等

対処施設の設置変更許可、もう一つ、関西電力高浜発電所3号機、4号機の特定重大事故

等対処施設の保安規定変更認可に関する審査を行うものです。 

  1枚おめくりいただきまして、2ページ目の一番上から参ります。（4）第890回原子力

発電所の新規制基準適合性に係る審査会合。これは大きく2つに分かれております。 

  1つ目ですけれども、東京電力柏崎刈羽原子力発電所7号機の設計工事計画認可に関し

まして、建屋の地震応答解析についての説明を受けるものです。 

  もう一つは、九州電力玄海原子力発電所3号機の設計工事計画認可に関しまして、原子

炉圧力容器の上部蓋の交換と、蒸気発生器保管庫の共用化についての6月26日の申請の

概要説明を受けるものです。 

  続きまして、その下に参ります。8月26日水曜日、（7）第12回新規制要件に関する事

業者意見の聴取に係る会合。こちらは櫻田原子力規制技監の対応となります。 

  議題ですけれども、1月15日の原子力規制委員会におきまして、実用発電用原子炉の規

制基準の見直しに向けて、被規制者から検討課題について意見や提案を聴取することと

されました。これを受けまして、今回事業者からヒアリングを行うものです。 

  続きましてその下、8月27日木曜日、（8）第1回検査制度に関する意見交換会合。 

  議題の1つ目ですけれども、この会合が4月1日の原子力規制委員会におきまして、原子

力規制検査の課題について、継続的に検討することとされたものを受けておりまして、

そうした会合の趣旨について、規制庁から説明を行うものです。 

  議題の2つ目は、この会合で検討する当面の課題8項目につきまして、規制庁からそれ

ぞれ概要を説明するものです。 

  議題の3つ目は、今、申し上げた当面の検討課題8項目のうち1つ目でありますところの
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原子力規制検査の継続的な制度改善の仕組みについて、論点を事業者と意見交換するも

のです。 

  続きまして、その下です。議題の4つ目は、先日8月19日の原子力規制委員会におきま

して報告された令和2年度第1四半期の原子力規制検査等の結果につきまして、規制庁か

ら説明を行うものです。 

  その次です。一番下に参ります。（9）第891回原子力発電所の新規制基準適合性に係

る審査会合。これは大きく4つに分かれております。それぞれ申し上げます。 

  1つ目ですが、こちらは関西電力美浜発電所3号機、大飯発電所3号機、4号機の特定重

大事故等対処施設の設置変更許可に関しまして、緊急時制御室の有毒ガス防護対策につ

いての7月17日の許可申請の概要説明を受けるものです。 

  大きく分けた2つ目は、関西電力高浜発電所1号機、2号機の設計工事計画認可に関しま

して、いわゆる第3電源、所内常設直流電源設備（3系統目）についての7月17日の認可

申請の概要説明を受けるものです。 

  大きく分けた3つ目は、中国電力島根原子力発電所2号機の設置変更許可に関しまして、

土石流と地滑りの影響評価などについての昨年9月12日の会合と、昨年9月20日の現地調

査のコメント回答を受けるものです。 

  最後、（9）の大きく分けた4つ目は、関西電力高浜発電所1号機、2号機、3号機、4号

機の設置変更許可に関しまして、警報なし津波についての昨日、8月20日の補正申請の

概要説明を受けるものです。 

  （9）の関係は以上となります。 

  続きまして、3ページ目を御覧ください。一番上から参ります。8月28日金曜日、（10）

第892回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合。こちらは中国電力島根原子

力発電所2号機の設置変更許可の大規模損壊における対応に関して審査を行うものです。 

  最後になります。その下、（11）第893回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査

会合。こちらの議題は、電源開発大間原子力発電所の設置変更許可に関しまして、敷地

内のdF断層系の活動性評価についての5月21日の会合のコメント回答を受けるものです。 

  私からは以上となります。 

 

＜質疑応答＞ 

○司会 それでは、皆様からの質問をお受けいたします。いつものとおり所属とお名前を

おっしゃってから質問のほうをお願いいたします。 

  質問のある方は手を挙げてください。よろしいですか。 

  それでは、本日のブリーフィングは以上としたいと思います。 

  ありがとうございました。 

 

－了－ 


